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転
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で
適
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促
進
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号
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

目
次 

（
現
行
の
と
お
り
） 

目
次 

（
略
） 

第
一
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で 

（
略
） 

（
自
転
車
貨
物
運
送
事
業
者
の
登
録
等
） 

（
自
転
車
貨
物
運
送
事
業
者
の
登
録
等
） 

第
三
十
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
十
一
条 

（
略
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

 

一
及
び
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一
及
び
二 

（
略
） 

 

三 

一
年
以
上
の
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
そ
の
刑
の
執
行

を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

 

四
か
ら
六
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３
か
ら
５
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

三 

一
年
以
上
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
そ
の
刑

の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

 

四
か
ら
六
ま
で 

（
略
） 

３
か
ら
５
ま
で 

（
略
） 

第
三
十
二
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
十
二
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

 


